
台東区環境清掃部環境課

◆注意事項及び免責事項

◆禁止事項

土壌汚染情報公開台帳の閲覧について

   台東区では、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例（以下「条例」という。）に基づき、第１１６条の規定に基づく調査、計画書、措置等
について、第１１８条の２の規定に基づき台帳を調製し、閲覧できるようにしています。
   令和６年４月１日施行の一部改正規則により適用されるため、次の基準日が施行日以降の届出のものが対象になります。
　（１）条例第１１６条第１項第１号及び条例第１１６条第９項については、工場・指定作業場の廃止日
　（２）条例第１１６条第１項第２号及び条例第１１６条の２第１項については、土壌汚染状況調査報告書の届出日
   ※台帳は審査終了後に順次掲載していきます。
   　 また、一部著作権の関係により掲載できない内容がありますのでご了承ください。

　①公開している台帳は、条例の規定に基づき台東区に提出のあった届出時点の情報であるため、現在の土地の状況と異なる場合があります。
　②台東区が所管していない届出に関する台帳は、こちらでは公開しておりません。各所管部署へお問い合わせください。
　③条例に基づかない自主的な調査や一般的な不動産取引のための土壌調査の結果等、台東区で把握していない情報については掲載されて
　   いません。
　④台帳は、当該土地の土壌汚染の有無を保証するものではありません。
　⑤台東区は利用者が本台帳の情報を用いて行う一切の行為について責任を負うものではありません。また、利用者が本台帳を利用したことに
　　 より発生した利用者の損害及び利用者が第三者に与えた損害に対して、責任を負うものではありません。
　⑥台帳の閲覧に当たっては、必ず本紙をよくお読みになり、ご了承いただいた上でご利用ください。

本台帳のご利用に際し、次の行為を禁止します。
　①本台帳の公開における運営を妨げる行為及び支障をきたす行為
　②他の利用者、第三者、掲載されている情報の関係者及び台東区に迷惑、不利益、プライバシー等の損害を与える行為又はそのおそれのある
　   行為
　③本台帳の情報について無断複製・転載する行為
　④公序良俗に反する行為又はそのおそれがある行為
　⑤法律、法令又は条例に違反する行為
　⑥その他、台東区が不適切と判断する行為

以上の内容について承諾した上、台帳をご利用ください。



（環境確保条例第118条の２）

＜留意事項＞

※1土壌等の汚染状況における基準適合とは、環境確保条例に基づく汚染状況調査の結果、調査契機時の基準値において適合している旨を指します。

※2基準適合と記載のある場合であっても、条例に基づかない自主的な調査や一般的な不動産取引のための土壌調査の結果等は含まれないことから、該当の土地について土壌汚染がないことを保証するものではありません。

※3汚染のおそれ無とは、汚染状況調査において、特定有害物質の使用・排出等による土壌汚染のおそれが確認されなかった旨を指します。

※4所在地は調査対象区域として設定した範囲を示します。

※5試料採取等対象物質に第一種特定有害物質の記載がある場合は、その分解生成物も試料採取等対象物質として調査を実施しています。
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土壌汚染情報公開台帳（基準適合台帳）

案件No. 整理番号 調製契機 報告年月日 所在地
調製・訂正

年月日

工場又は指定作業場の名称

（土地の改変に係る事業の名称）

調査対象地

面積
試料採取等対象物質


